
春
季
彼
岸
会
卒
塔
婆
供
養
申
し
込
み
ご
案
内 

  

来
る
三
月
の
彼
岸
中
日
（
春
分
の
日
）
、
当
山
行
覚
寺
に
お
き
ま
し
て
、
春
季
彼
岸
会
法
要 

 

を
厳
修
致
し
ま
す
。 

 

な
お
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
次
の
三
霊
は
で
き
る
か
ぎ
り
御
供
養
く
だ
さ
い
。 

  

一
、 

先
祖
代
々
之
霊
位 

 
 
 

（
総
じ
て
家
系
全
体
の
精
霊
） 

 

二
、 

水
子
之
霊 

 
 
 
 
 
 

（
総
じ
て
先
祖
を
さ
か
の
ぼ
る
と
こ
ろ
の
水
子
之
霊
） 

 

三
、 

四
生
六
道
法
界
之
萬
霊 

（
総
じ
て
餓
鬼
供
養
、
有
縁
無
縁
之
霊
） 

  

ま
た
、
各
々
の
ご
先
祖
の
戒
名
（
父
母
、
祖
父
母
等
）
も
過
去
二
代
を
さ
か
の
ぼ
り
御
建
立
な
さ
れ
ま
す

こ
と
が
よ
り
一
層
の
御
供
養
と
な
り
ま
す
。 

   

※ 

卒
塔
婆
供
養
料 

 

一
、 

先
祖
代
々
之
霊
位 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

（
一
霊
、 
三
千
円
） 

 

一
、 

水
子
、
四
生
六
道
法
界
之
萬
霊
、
そ
の
他
戒
名
（
一
霊
、 

二
千
円
） 

  

※ 

御
供
米
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
志
に
よ
り
、
ご
奉
納
下
さ
い
。 

  

な
お
、
申
し
込
み
締
め
切
り
は
、
法
要
三
日
前
迄
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〒
５
４
５
‐
０
０
２
１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
阪
市
阿
倍
野
区
阪
南
町
一
‐
四
十
一
‐
二
〇 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

妙
照
山 

行

覚

寺

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話 

〇
六
‐
六
六
二
一
‐
四
九
三
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

F
a

x
 

〇
六
‐
六
六
二
一
‐
四
九
三
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

郵
便
振
替 

行
覚
寺 

0
0

9
6

0

‐

6

‐

6
5

3
2

6
 



盂
蘭
盆
施
餓
鬼
会
卒
塔
婆
供
養
申
し
込
み
ご
案
内 

  

来
る
八
月
十
六
日
、
当
山
行
覚
寺
に
お
き
ま
し
て
、
盂
蘭
盆
会
法
要
を
厳
修
致
し
ま
す
。 

  

な
お
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
次
の
三
霊
は
で
き
る
か
ぎ
り
御
供
養
く
だ
さ
い
。 

  

一
、 

先
祖
代
々
之
霊
位 

 
 
 

（
総
じ
て
家
系
全
体
の
精
霊
） 

 

二
、 

水
子
之
霊 

 
 
 
 
 
 

（
総
じ
て
先
祖
を
さ
か
の
ぼ
る
と
こ
ろ
の
水
子
之
霊
） 

 

三
、 

四
生
六
道
法
界
之
萬
霊 

（
総
じ
て
餓
鬼
供
養
、
有
縁
無
縁
之
霊
） 

  

ま
た
、
各
々
の
ご
先
祖
の
戒
名
（
父
母
、
祖
父
母
等
）
も
過
去
二
代
を
さ
か
の
ぼ
り
御
建
立
な
さ
れ
ま
す

こ
と
が
よ
り
一
層
の
御
供
養
と
な
り
ま
す
。 

   

※ 

卒
塔
婆
供
養
料 

 

一
、 

先
祖
代
々
之
霊
位 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

（
一
霊
、 
三
千
円
） 

 

一
、 

水
子
、
四
生
六
道
法
界
之
萬
霊
、
そ
の
他
戒
名
（
一
霊
、 

二
千
円
） 

  

※ 

御
供
米
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
志
に
よ
り
、
ご
奉
納
下
さ
い
。 

  

な
お
、
申
し
込
み
締
め
切
り
は
、
法
要
三
日
前
迄
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 
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野
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秋
季
彼
岸
会
卒
塔
婆
供
養
申
し
込
み
ご
案
内 

  

来
る
九
月
の
彼
岸
中
日
（
秋
分
の
日
）
、
当
山
行
覚
寺
に
お
き
ま
し
て
、
秋
季
彼
岸
会
法
要 

 

を
厳
修
致
し
ま
す
。 

 

な
お
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
次
の
三
霊
は
で
き
る
か
ぎ
り
御
供
養
く
だ
さ
い
。 

  

一
、 

先
祖
代
々
之
霊
位 

 
 
 

（
総
じ
て
家
系
全
体
の
精
霊
） 

 

二
、 

水
子
之
霊 

 
 
 
 
 
 

（
総
じ
て
先
祖
を
さ
か
の
ぼ
る
と
こ
ろ
の
水
子
之
霊
） 

 

三
、 

四
生
六
道
法
界
之
萬
霊 

（
総
じ
て
餓
鬼
供
養
、
有
縁
無
縁
之
霊
） 

  

ま
た
、
各
々
の
ご
先
祖
の
戒
名
（
父
母
、
祖
父
母
等
）
も
過
去
二
代
を
さ
か
の
ぼ
り
御
建
立
さ
れ
ま
す
こ

と
が
よ
り
一
層
の
御
供
養
と
な
り
ま
す
。 

   

※ 

卒
塔
婆
供
養
料 

 

一
、 

先
祖
代
々
之
霊
位 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

（
一
霊
、 
三
千
円
） 

 

一
、 

水
子
、
四
生
六
道
法
界
之
萬
霊
、
そ
の
他
戒
名
（
一
霊
、 

二
千
円
） 

  

※ 

御
供
米
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
志
に
よ
り
、
ご
奉
納
下
さ
い
。 

  

な
お
、
申
し
込
み
締
め
切
り
は
、
法
要
三
日
前
迄
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

〒
５
４
５
‐
０
０
２
１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
阪
市
阿
倍
野
区
阪
南
町
一
‐
四
十
一
‐
二
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